
 
 

令和２年２月 28日 
 
保 護 者 様 

神戸市教育委員会 
 
 
新型コロナウィルス感染症感染拡大予防のための臨時休業のお知らせとお願い 
 
 
 平素より神戸市の教育活動にご理解、ご支援賜りありがとうございます。 
 さて、新型コロナウィルス感染症感染拡大予防のため、神戸市立学校園の臨時休業がき

まりました。 
 つきましては、臨時休業措置の意義や重要性を十分ご理解の上、適切に対応していただ

きますようお願いいたします。 
 
 
 
 

記 
 
 
１．臨時休業期間 ３月３日（火） ～ ３月１５日（日） 
 
２．学校園の再開について 
    新型コロナウィルス感染症の流行状況や社会状況を見極めたうえで、休業期間を

延長することがあります。学校園からの連絡にご注意ください。 
 
３．家庭での過ごし方 
 (1) 感染予防に努めてください。 
   ・必要以外の外出を避けてください。 
   ・手洗いを徹底してください。外出先からの帰宅時や調理前後、食事前などにこま

めに石けん・流水で洗うようにしてください。 
 (2) 規則正しい生活をさせてください。 
   ・十分な休養とバランスのよい食事に気をつけてください。 
 (3) 自宅でできる学習をするなど、生活リズムを保つことも大切です。 

 
 

以上 
 



 
令和２年２月 29日 

保護者各位 

神戸市立工業高等専門学校 

校長 山﨑 聡一    

 

 

臨時休業中の生活について 
 
 
 別途通知文「新型コロナウィルス感染症感染拡大予防のための臨時休業のお知らせとお願い」にてお

伝えいたしましたように、３月３日（火）から臨時休業になりました。つきましては、ご家庭での生活

について以下の点をご指導、ご配慮くださいますようお願いいたします。 
 
１ 外出の自粛 

・ 臨時休業中は、人の集まる場所等への外出を避け、基本的に自宅で過ごすようにしてください。 

 

２ 感染の防止 

・ 自宅においても、咳エチケットや手洗いを徹底してください。 
外出先からの帰宅時や調理前後、食事前などにこまめに石けんや流水で洗うようにしてください。 

・ 健康状態を毎日ご確認ください。 
・ 規則正しい生活を心がけ体調管理に努めてください。 

  
３ 特に気をつけていただきたいこと 

・ 以下の症状が見られる場合は、居住地の保健センターまたは保健所に相談し、その指示内容に従

ってください。 
   ○風邪の症状や３７．５度以上の熱が４日以上続く場合 

    （解熱剤を飲み続けなければならない場合も同様） 

   ○強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある場合 

・ 医療的ケアが必要または基礎疾患がある場合は、健康観察を徹底し、日々の体調の変化に留意し

てください。発熱等の症状があれば、早めに医療機関で受診をお願いします。 

 
４ 学校との連絡 

・ 本校からの連絡は、原則として本校ホームページ( http://www.kobe-kosen.ac.jp )で行います。 
なお、ご家庭から本校に連絡をされるときは電話でお願いします。 

・ 健康調査等の連絡が、学校からあるかもしれませんのでご注意ください。 
 


